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日時：2015年 1月 17日（土）14時から 17時 

会場：戸山キャンパス 39号館、第 5会議室 

 

 このたび開催された「信頼社会」研究の 2014年度第 4回研究会では、参加者約 10 名と

ともに、一つの話題提供と中間総括のための討議が行なわれた。話題提供者は、堀内正規

先生（本学文学学術院教授）である。 

 

堀内正規先生「被災者と詩の言葉―須藤洋平の詩集を読む」のまとめ 

 当日の発表は、早稲田大学出版部から 3 月に刊行予定の論集『東日本大震災復興研究』

への寄稿の依頼を受けて堀内が寄せた原稿「被災者と詩の言葉――須藤洋平の詩集を読む」

を、読み上げることによってなされた。それに先立ち、この原稿が書かれた趣旨として、

１．本部門の研究における自分の課題に即した内容を発表する機会としてこれを捉えて書

いたこと、２．早稲田大学出版部のこの企画が「復興」という未来への提言型の発想で考

えられ、被災者の心の傷をどう理解するかに対する視座が欠如していたため、あえて被災

者の体験の単独な次元にもっぱらこだわった内容の原稿を書いたこと、３．この本の読者

層が文学研究はおろか人文学研究にもふだんあまり触れることのない人びとであることを

考慮して、あえて「文学ならではの領域があるとすればそれは何か」を読み手に伝えるこ

とを意図したことが告げられた。 

 須藤洋平はトゥレット症候群を患いながら詩を書くことをよすがにして南三陸町で生き

てきた詩人（中原中也賞受賞者）だが、震災時に仙台で被災し、その後仮設住宅で生活を

した。そのなかから搾り出すように書かれたのが『あなたが最期の最期まで生きようと、

むき出しで立ち向かったから』である。本発表は徹底したテキスト読解を中心としている

が、そのさい「言葉」の在りようをめぐる古井由吉と辺見庸の、「沈黙」と「単独者」に

ついての指摘を準拠枠としている。（ちなみに堀内はこの原稿が被災者たちによって読ま

れることを念頭に置いて書いた。） 

テキスト読解における視点は、詩人が「孤独な角度」と呼ぶ、他者との交換不可能な経

験の単独性の次元と、彼が「代弁」と呼ぶ、単独者同士がそれでも共通の基盤を持ってい

ることへの気づきの次元、この二つである。須藤が前景化しているのは単独な者の身体的

な感覚であり、また他者には理解・共有できない質の罪障感だ。にもかかわらず須藤はこ

の詩集において、「私」から「私たち」への架橋の可能性をきわめて説得的に示しており、

逆に言えば、個を越えた〈代弁〉という営みにいたるためには、どのような経路が辿られ

ねばならないかについて、須藤は重要な示唆を与えている。 

そのさいにポイントとなることは死者となったかけがえのない人びととの内的な対話の

行為であり、その深みの次元から生じる、前を向くしか方途がないような、ある意味で死

者に強いられるようなポジティヴさであって、それを須藤は詩集の中でほとんど使用され

ることのない「愛」の語を、あえて用いて表現している。「愛」という語が先に在るので



はなく、言葉にならない「何か」が結果的にその語によって名指されるしかなかったとい

う、言葉に対する姿勢、それを発表者は問題にしたかった。そのさい注目されるのは逆説

や多義性（曖昧さ）を行使する詩の表現である。 

ちなみに詩集の中で「信頼」の語が語られることはない。「信頼」にせよ「愛」にせよ、

古井由吉の言うとおり言葉は「浮く」ものであり、辺見庸の言うような「胸の底にとどく」

言葉に至るためには、逆に徹底して単独な場所に降り立つ必要がある。文学の言葉が機能

する場はそこであり、（ツィッターなどに代表される）「役立ち」に奉仕しない、自己の

ためにのみ記された言葉（ある意味で宛先不明な言葉）が、かえってひろい普遍性を獲得

する逆説が、文学によってもたらされる。「信頼」は「信頼」の語によってあらわされる

ことはない。まずは言葉を用いる者みなが、言葉が時間を経て醸成されてくるような、沈

黙の時空間を持たねば、議論は浮いたままにとどまるということを、本発表では確認した

ことになるかもしれない。（堀内先生記） 

 

参加者全員による中間総括のまとめ 

 冒頭、御子柴からこれまで二年間の研究会における議論進行のまとめと、いまだ問い残

されている問題の指摘が行われた。研究会における議論は、(1)「信頼」ということがら

へのアプローチ方法、(2)「信頼」概念の問題性、(3)「信頼」を支える何か、(4)「信頼

社会」の性格などの話題を経て、(5)「不信」という問題に到達している。 

 全体討論においては、まず、これまでの議論における一つの中心が信頼と排除をめぐる

ものだったことを踏まえ、あらためて排除を惹起しない信頼社会のあり方が問題とされた。

共同体へのインクルージョンがエクスクルージョンを前提していることを踏まえ、信頼社

会は「社会」として、実体的な全体（共同体）としてではなく、現象としてのみ存在する

ことに注目すれば、排除を招かない信頼社会を構想できることが指摘された。次に、研究

会のあり方として、統一見解を目指すことはせず、相互の研究発表の中からおのずから生

まれるものに注目すること、そこに表れた差異を明確化することの重要性が指摘された。

また、2015 年度秋学期の授業に向けて、さまざまな「信頼」へのアプローチにおけるせめ

ぎ合いが学生に伝わるようにすることが必要であるという発言があった。最後に、今後の

研究会で、ひとつの社会現象などについて複数の教員が見解を述べ合い議論するような企

画があってよい、という意見が示された（御子柴記）。 

 

なお次回の研究会は、2015年 4月 18日（土）、39号館第 7会議室において開催が予定

されている。（報告書とりまとめ：御子柴善之） 


